
【スライド1】
リサーチグループを

代表して、山岸から発
表させていただきます。

【スライド2】
本研究は、今後計画

している終末期、特に
後期高齢者の終末期患
者を対象とするコホー
ト研究において、分析
に耐えうる妥当な指標
やその取得方法論への
示唆を得るために、約
150例の症例から要し
た医療費・介護費と終
末期ケアの質の遺族に
よる代理評価の傾向を
把握することを目的と
しております。

訪問診療を行ってい
る診療所（在宅）、緩
和ケア病棟、療養病床、
急性期病床において、
いずれも死亡前4週間
以上を調査施設でお過
ごしになって、かつ、そこでお亡くなりになった患者さんのうち、四角で囲んだクライテ
リアを満たす方を対象としております。

方法は、先ほどの対象のご遺族に対して郵送調査で、ここに挙げた項目に関して回答を
得ております。返送があった方に関して、当該医療機関のレセプト、会計カードから医療
費を算出、また在宅に関しては、ケアマネージャーからケアプランを入手し介護費用を算
出、処方箋から薬剤費等を算出しております。
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【スライド3】
結果をお示ししております。まず、対象者です。
上段が患者、下段が介護者となります。
患者に関しては、原疾患をがんと非がんに分けておりますが、その割合、既婚かどうか、同

居者、未成年の子あり、
状態、病状認識、予後
も含め詳しい情報を知
りたいかどうか、また
診 療 期 間 の い ず れ も、
有意差がございました。

介護者に関しては、
性別、病状認識、予後
を含めて詳しい情報を
知りたいかどうか、就
労で継続か退職か、こ
のあたりも有意差が見
られております。

【スライド4】
こちらが費用になり

ます。
向かって左側が保険

請求額、そして右側が
実費負担額になってお
ります。保険請求額は、
かなり大きな差がござ
いましたが、自己負担
に関しては有意差があ
りませんでした。

【スライド5】
支払金額の妥当性評

価と経済的負担感につ
いてですが、同じよう
に5段階で聞いている
の で す が、Weighted 
Kappaで検定したとこ
ろ、ほぼ同義で評価し
ていることが示唆され
ました。

スライド 3

スライド 4

スライド 5
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下の段の表に関しては、受けている介護に対して妥当な支払額だったという評価の決定
要因を、まず単変量で見た後、多変量解析をしております。odds比はお示ししたとおりです。

【スライド6】
場所ごとの終末期のQOLの達成ということで、折れ線グラフが各項目の得点、それから、

縦は 95 パーセント CI
を示しております。

在宅、緩和病棟の評価
が高いのは、我々研究グ
ループは数年前にがん
患者遺族に対して同様
の全国調査を行ってい
るのですが、その結果と
ほぼ一致する結果とな
りました。今回、在宅の
患者に関しては、がんは
2割、療養病床に関して
は1割、急性期に関して
も3割であり、非がん患
者に関しても同様の傾
向が見られるというこ
とを把握いたしました。

【スライド7】
こ れ は Care Evaluation 

Scaleです。
10 項 目 で 評 価 し て

いるもので、こちらに
ANOVA検定で、右の欄
にp値とエフェクトサイ
ズを示しておりますが、
全ての項目に関して有意
差が見られております。

【スライド8】
医療者との話し合い

が十分かどうか、また、
患者の希望の成就、家族
の希望の成就、それか
ら、最期の場所の満足

スライド 6

スライド 7

スライド 8
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度、全般の医療の満足度など、ご遺族の評価について全ての項目で有意差が見られております。
また、介護負担尺度の総得点、また下位項目の4項目である「時間や予定が犠牲になっ

た」、「身体的負担が大きい」、「精神的負担が大きい」、「経済的負担が大きい」、いずれも有
意差がありました。

また、SF8の健康関連QOLを取っておりますが、ご遺族の抑うつの項目に関しても、こ
のように有意差が見られております。

【スライド9】
患者さんが希望した

療養場所と実際の療養
場所がどのぐらい一致
をしていたかというこ
とを見た図が上段にな
ります。

また、この方々を対
象に、どういった要因
がこの一致に影響する
のかということを見た
ものが下の図になりま
す。「最期の過ごし方に
ついて本人と家族で話し合いを行った」また、「医療者と療養場所に関する話し合いが十分
だった」、「家族が先々起こることについて分かっていた」、「診療に当たった期間」、「介護
者が配偶者であること」、などの項目が決定要因として抽出されました。

【スライド10】
まとめです。
約150例の症例から、要した医療費・介護費と、終末期ケアの質の遺族による代理評価

の傾向を把握したと同時に、以下の示唆を得たということで4つ挙げております。
まず、対象者の保険

請求額は場所による差
が大きかったけれども、
自己負担額はほぼ同額
であったということ。

次に、支払金額の妥
当性評価と経済的負担
感は、ほぼ同義で評価
されていることが示唆
され、支払金額の妥当
性の決定要因として、

「患者の希望と実際の療

スライド 9

スライド 10
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養場所・死亡場所の一致」、「医療者と療養場所に関する話し合いが十分」、「医療者と治療
に関する話し合いが十分」、「受けた医療・ケアに対する全般満足度」、「ケアのプロセスを
評価するCES点数」が同定されました。

そして、場所ごとの終末期のQOLの達成、終末期のケアの評価と介護負担・抑うつは場
所ごとによる差が見られました。

さらに、希望した療養場所と実際の療養場所の一致の決定要因としては、「医療者との療
養場所に関する話し合いが十分」、「最期の過ごし方について本人と家族で話し合いをした」、

「家族が先々起こることについて分かっていた」、「介護者が配偶者、診療に当たった期間」
が同定されました。

【スライド11】
今回10枚にスライドをまとめるということで、詳しくお示しできないのですけれども、

レセプトデータから亡
くなる前4週間に、ど
んな医療ケアや処置を
受けたかということを、
このようなカレンダー
にお示ししました。

これは左側が療養病
床、右側が急性期病床
になります。左側が老
衰、右側が肺炎になり
ます。

【スライド12】
重 症 度 の 判 別 は、

今 回 得 た 情 報 か ら は
ちょっと判定できない
のですけれども、同じ
疾患で、在宅になると
これだけ医療処置の量
がぐっと減る。ただし、
GDIやCES、介護負担
は、病院などに比べる
と非常に評価が良いと
いう結果が示されまし
た。

このあたりに関しては、今後また解析をすると同時に、新たな研究に結び付けていきた
いと考えております。

最後になりましたけれども、本研究にご参加いただいた皆さんに感謝申し上げるととも

スライド 11

スライド 12
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に、今回研究助成をいただきましたファイザーヘルスリサーチ振興財団の皆さまにお礼を
申し上げて、私の発表を終わらせていただきます。

質疑応答

会場：　非常に細かいところで申し訳ないのですが、スライド4で宗教が低かったという
右下がりのグラフがありましたね。宗教はまあいいのですが、あのグラフで「つ
らいと感じていた」というのが、在宅と緩和ケア病棟で結構高いですね。もう少
し在宅が低くて、急性期療養病床が高くてもいいのかなと思いながら見ていまし
た。右から3つ目の「迷惑を掛けてつらい」というのは低いのですが、「つらいと
感じていた」というのが高かった理由は何かあるのでしょうか。

山岸：　分かりやすいように高いほうがいい評価という形でグラフを作っております。

会場：　在宅と緩和ケア病棟では、つらくなかったのですね。

山岸：　はい。先生のご指摘のとおりです。

会場： 　150の症例をこのように詳細に分析されて素晴らしいと思いました。ご説明があっ
たかもしれないのですが、どのようにリクルートされたのかということと、あと、
自記式質問紙の郵送調査とあって、保険診療のデータも取られていますが、これ
はどのようにデータを取られたのかを教えていただきたいと思います。

山岸：　説明不足で失礼いたしました。まず、研究協力機関に依頼をして、4週間以上療
養されて、かつ、お亡くなりになった患者さんのうち、クライテリアを満たす方
で、さらに担当の先生にご遺族が予期しなかった突然の死ではなかったという判
断をしていただいた方を対象としました。封筒詰めした医療やケアの評価に関す
る調査票を研究協力機関にお渡しし、そして研究協力機関から対象者リストに
沿ってから対象者に送り、返送は研究事務局に返ってくるという形にしました。
その後、その方のレセプト情報へのアクセスに同意くださった方に関して、医療
機関に依頼し、高額療養費を申請するときの会計カード、在宅の場合、ケアプラ
ンの写しも併せて出していただきました。そして、研究事務局のほうで、亡くな
る4週間前の何日にどんな処置やケア、サービスを受けたのか、トータルの医療
費・介護費は幾らなのかを把握していく作業をしました。在宅の場合、院外処方
箋は残っているけれども幾らかかったか分からないので、薬材料に関しては、研
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究協力者の薬局で薬剤レセコンを使って、シミュレーションで出しました。その
ような流れでデータ取得をいたしました。

座長：　この研究は、介護を行っている側が感覚的に捉えていたものを、学問的に裏付け
た、将来の多死時代に向かって非常に重要なデータだと思います。
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